
改正労働法に基づくマージン率の公開について

事業所名
株式会社セグラン
〒933-0904　高岡市新成町3-11　レジデンス新成　112号
TEL　0766-28-4374　　FAX0766-25-6303

派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金の平均額

派遣労働者の平均賃金

法第30条の4第1項の労使協定を

締結しているか否かの別

金属プレス設備オペレーター 金属プレス工 めっき工、金属研磨工

その他の製品製造・加工処理工（金属製品） プラスチック製品製造工

金属加工・溶接検査工 　　　その他の接客・給仕の職業 洗い場作業員

教育訓練に関する事項 種類
対象者となる
派遣労働者 方法 実施主体 実施時間 費用負担 賃金

新入社員教育訓練 雇入時 OFF-JT 弊社 ４時間 無償 有給
製品・品質知識訓練 派遣中 OFF-JT 弊社 ４時間 無償 有給
不良品確認訓練 派遣中 OFF-JT 弊社 ４時間 無償 有給
異常発生の対応訓練 派遣中 OFF-JT 弊社 ４時間 無償 有給
指導者訓練 派遣中 OFF-JT 弊社 ４時間 無償 有給
生産向上訓練 派遣中 OFF-JT 弊社 ４時間 無償 有給
ﾘｰﾀﾞｰ育成訓練 派遣中 OFF-JT 弊社 ４時間 無償 有給

キャリアコンサルティング

相談窓口・連絡先

労使協定を締結している

協定の対象となる派遣労働者
の範囲

協定の有効期間の終期 令和8年3月31日

　　相談窓口　　　株式会社　セグラン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話番号　　　0766-28-4374

14人  (令和7年3月31日現在）

6社　（令和7年3月31日現在)

26.4％　　（令和6年度）

16,327 円  (8時間として換算)　　（令和6年度）

12,017 円　(8時間として換算)　　（令和6年度）


